
異

議

由－

出

書

ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
を
着
用
し
て
、
受
付
場
所
に
立
っ
て

た
議

平
成
二
十
六
年

一
月
二
十
六
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
延
岡
市
長
選
挙
は
、
投
票
率

が
過
去
最
低
の
四
十
四
、
六
八
%
と
い
う
有
権
者
数
の
過
半
数
に
満
た
な
い
、
大

変
盛
り
上
が
り
に
欠
け
た
寂
し
い
選
挙
戦
と
な
り
ま
し
た
。

本
市
の
現
状
は
、
多
く
の
失
業
者
や
生
活
困
窮
者
な
ど
の
低
所
得
者
が
、
毎
日

苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、

一
日
も
早
く
脱
却
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
私
は
市
議
会
議
員
の
任
期
途
中
で
あ
り
ま
し
た
が
、

豊
か
な
市
民
生
活
と
経
済
の
活
性
化
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
立
候
補
を
決
意
し
た

の
で
あ
り
ま
す
。

結
果
は
ご
周
知
の
通
り
落
選
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
今
回
の
選
挙
戦
を
振
り
返

っ
て
み
ま
し
た
と
こ
ろ
、

あ
ま
り
に
も
議
会
と
現
職
首
藤
正
治
候
補
者
の
蜜
月
な

選
挙
運
動
の
あ
り
方
に
、
失
望
す
る
と
と
も
に
、
疑
問
と
憤
り
を
禁
じ
え
ま
せ
ん

で
し
た
。
特
に
、
昨
年
四
月
一
日
に
施
行
い
た
し
ま
し
た
「
議
会
基
本
条
例
」
違

反
や
、

「
公
職
選
挙
法
」
違
反
を
、
市
民
の
目
前
で
堂
々
と
実
行
し
て
し
た
議
員

の
方
々
の
、

そ
の
行
動
に
樗
然
と
い
た
し
ま
し
た
。

例
え
ば
、
平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日
の
市
長
選
挙
の
た
め
の
決
起
大
会
f

延
岡
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
会
場
に
お
い
て
行
わ
れ
た
時
に
、
首
藤
正
治
候
補
者
の



さ
ん
た
ち
を
、
多
く
の
市
民
や
、

マ
ス
コ

ミ
に
も
目
墜
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

平
成
二
十
六
年

一
月
十
九
日
、
首
藤
正
治
候
補
者
の
出
陣
式
に
お
い
て
、
内
問
理

佐
議
員
は
、
選
挙
用
自
動
車
に
同
乗
す
る
ウ
グ
イ
ス
嬢
と
し
て
紹
介

れ
、
松
田

満
男
議
員
と
稲
田
和
利
議
員
は
、
そ
の
会
場
で
「
が
ん
ば
ろ
う
」
の

勢
を

t
げ

て
い
る
と
こ
ろ
が
、

新
聞
記
事
に
載
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
北
浦
町
で
佐

藤
裕
臣
議
員
が
、

北
方
町
で
は
上
田
美
利
議
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
首
藤

治
候
補

者
の
選
挙
用
自
動
車
に
群
が
る
人
々
と
と
も
に
、
支
援
の
輸
に
加
わ

っ
て
い
た
と

こ
ろ
を
、

私
は
目
撃
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
議
員
の
行
動
は
、
「
議
会
基
本
条
例
」
第
二
章
「
議
会
及
び

2 

の
活
動
と
責
務
」
、

第
二
条
の
第

一
項
「
市
民
を
代
表
す
る
議
決
機
関
で
あ
る
こ

と
を
認
識
し
、
公
平
性
及
び
透
明
性
を
重
ん
じ
て
、
市
に
と
っ
て
重
要
な

項
σ〉

意
思
決
定
を
行
う
と
と
も
に
、
市
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下
市
長
等
と
し

う。
）
が
行
う
市
政
の
運
営
状
況
を
公
正
に
監
視
、
評
価
す
る
こ
と
。
」

た

第

三
条
、
第

一
項
の

（
一
）
「
市
民
の
代
表
と
し
て
、
公
正
及
び
公
平
に

市
民
全

体
の
福
祉
向
上
を
目
指
し
て
活
動
す
る
こ
と
。
」
さ
ら
に

第
j
条
の
第

項

会
は
、
議
会
審
議
の
お
け
る
議
員
と
市
長
等
と
の
関
係
に
っ
し
て

l

対
等
な
緊

張
関
係
の
保
持
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
」
と
し
ぅ

条
例
に

反
す
る
行
為
E

あ
り
ま
す
。
中
で
も
、
内
田
理
佐
議
員
は

四
年
前
の
市
長

学
で
4

チ
月j



自
動
車
に
同
乗
し
て
選
挙
運
動
を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
回
も
同
様
に
ウ
グ
イ

ス
嬢
と
し
て
選
挙
運
動
を
し
た
こ
と
は
、
明
ら
か
に
、
公
職
選
挙
法
第
百
三
1
7

条
の
二
①
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
議
員
は
地
方
公
務

法

お
い
て
、
特
別
職
の
地
方
公
務
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
の

選
挙
運
動
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
首
藤
正
治
候
補
者
は
議
員
た
ち
を
利
用
し
、
「
議
会
基
本
条
例
」
違
反

を
さ
せ
て
選
挙
妨
害
を
し
た
こ
と
や
、
内
田
理
佐
議
員
を
雇
い
こ
ん
で
ウ
グ
イ
ス

嬢
を
さ
せ
た
行
為
は
、
「
公
職
選
挙
法
」
、
第
一
条
の
「
こ
の
法
律
は
、

日
本
国
憲

法
の
精
神
に
則
り
、

衆
議
説
議
員
、
参
議
院
議
員
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
議

及
び
長
を
公
選
す
る
選
挙
制
度
を
確
立
し
、
そ
の
選
挙
が
選
挙
人
の
自
由
に
表
明

す
る
意
思
に
よ
っ
て
公
明
且
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
し
、
も
っ

て
、
民

主
政
治
の
健
全
な
発
達
を
期
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」
に
、
違
反
す
る
行
為

で
あ
り
ま
す
。
最
後
に
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日
に
首
藤
正
治
後
援
会
顧
問

の
高
橋
勝
氏
、
平
成
二
十
五
年
十

一
月
六
日
に
、
同
じ
く
、
首
藤
正
治
後
援
会
顧

関
の
戸
田
行
徳
氏
か
ら
呼
び
出
さ
れ
、
「
市
長
選
挙
に
出
る
な
。」

と

選
挙
妨

を
受
け
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
。

今
回
の
選
挙
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
私
を
落
選
さ
せ
る
た
め
こ

首
藤

治
候
補
者
と
議
会
関
係
者
が
結
託
し
て
、
意
図
的
こ
、
選
挙
違
反
を
行
っ
た
こ
と

3 



し、 lま
た 明
し 白
ま で
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り
ま
す。
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⑤ 
理香員会告 示 前 3 9号

決 定

宮崎県延岡市大野町 1112番地 1

異 議申出人 小田忠良

上記異議申出人（以下「申出人J という。）から、平成 26年 2月 7

日付けで提起された、平成 26年 1月26日執行の延岡市長選挙（以下「本

作選挙Jという。）における選挙の効力に関する異議の中山（以下 「本

件異議の申出」という。）について、延岡市選挙管理委員会（以下「当

委員会 j という。）は、次のとおり決定する。

主 文

本件異議の申 出 を 棄 却 す る n

異議の申出の要旨

申出人は、自ら立候補した本件選挙について、公職選挙法（昭和 25

年法律第 100号 。以下「法 j と い う 。 ）及び延岡市議会基本条例（平成

25年条例第 26号。以下「条例」という。）に違反した選挙運動が行わ

れた本件選挙が 無 効 で あ る と す る 旨 の異議の申出をしたものである 。

その理由を要約すると、次のとおりである。

1 本件選挙において、候補者である 首藤正治（以下「首藤候補」と

いう。）の決起大会に、首藤候補のトレードマークのジャンハ －＂＜！：＇.

着用した現 職 の延岡市議会議員（以下「現職市議」とい う。）が立

っていた。また、首藤候補の出陣式においてウグイス嬢とし て紹升

された現時市盟や出陣式において支擾の輸に加わっている現織 市］

がいた。これらの行動は、条例第 2条第 1号、第 3条第 l号及び一



に違反する行為である（要旨 1) 

ゐ ウがイス嬢として選挙用自動車に 同乗して選挙運動を行って い た

現職市議がいた。現職市議は、特別職の地方公務員であることから、

その地位を利用した 選挙運動が できないのであって、これは、法第

136~長 の 2 の「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」に違反す

る行為である（要旨 2) 

3 首藤候補が現職市議を利用し 1及び 2の行為をさせたのは、 法第

1条の「この法律は 、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、 参議

院議員並びに 地方公 共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度

を確立し 、 その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且

つ適正に行われ ることを確保し、もって、民主政治の健全な発達を

期す ることを目的とする。」に違反す る 行 為 で あ る （ 要 旨 3) 

4 首藤候補の後援会顧問らから呼び出され、 「市長選挙に出るな。」

と 選挙妨害を受 け た （ 要 旨 4) 

以上 lから 4までの行為は、申出人を落選させるために、首藤候補

意図的に、法及 び条例に違反する選挙運動をーレ託

。

結

る
が

あ

ら

で

議

の
市

も

職

た
現

つ

と
」

F
i－
－

J

決 定 の 理 由

1 申出の理由（要旨 1）について

(1) 申出人は、要旨 lにおいて、現職市議の行動が条例第 2条第 1号、

第 3条第 1号及び第 8条第 1項に違反する行為であると主張して

い る。

(2) 選挙の無効 の効力に関する争訟にお い て 選 挙 が 無 効 と さ れ る の

は、法第 205条第 1項 の 規 定 に よ り 、その選挙が選挙の規定に違反

して行われ、かっ、その規定違反が選挙の結果に異動を及ぼすおそ

れがある場合に限られている。

この場合の「選挙の規定に違反すること」については、最高裁判

所の判決において、「主として選挙管理の任にある機関が選挙の管

理執行の手続に関する明文の規定に違反すること、又は直接そのよ

うな明文の規定がなくとも、選挙の管理執行の手続上、選挙法の基

本理念たる選 挙の自由公正 の原則が著しく阻害されるこ とを指称

し、選挙人、候補者、選挙運動者等の選挙の取締りないし罰則規定

違反の行為のごときは、これに当たるものではない。それは、かか

る違法行為も 多 か れ 少 な か れ 選 挙 の結果に影響する場合が多 いで



ると、要行 1における現職市議の行動は、 A
－の管理 執行の手続を定 めた規定に違反するもの ではな

例の各規定に違反するか否かと本件選挙の管理執行上、

理念たる 選挙の自由公正の原則が著しく阻害されること

とは直接関係がな いものである。

そのため、条例の各規定を 根拠として、本件選挙についての選挙

に関する 判断を行うことはできない。

位） したがっ て、申出人が主張する申出の理由（要旨 1）を採用する

ことはできない。

2 申出の理由（要旨 2）について

(1) 申出人は、要旨 2 において、現職市議がウグイス嬢を行うことは、

議員が特別職の地方公務員であることから、その地位を利用した選

挙運動と言え、法第 136条の 2第 1項に定められた禁止行為である

と主張している。

(2) これを 1(2）で みた最高裁判所の判決に照らすと、要旨 2における

現職市議の行為は、具体的な選挙の管理執行の手続を定めた規定に

違反するものではなく、また、法第 136条の 2第 1項の規定に抵触

するか否かと本件選挙の管理執行上、法の基本理念たる選挙の自由

公正の原則が著しく阻害されることとは直接関係がないものであ

る。

そのため、法第 136条の 2第 1項の規定を根拠として、本件選挙

についての選挙無効に関する判断を行うことはできない。

(3) なお、申出人が主張の根拠とする法 136条の 2第 l項は、一般職

たる と 特 別 職 たるとを問わず公務員 が そ の 地 位 を 利 用 し て 選 挙 運

動をすることを禁止したものであるが、この規定については、裁判

例において「公職選挙法が本来自由であるべき選挙活動に公共の福

祉の見地から法的な規制を加えた基本 的 精 神 に 即 し て 同 法 条 を 合

理的に理解すれば、同条違反の罪は、公務員の管掌する職務が選挙

運動の対象者と密接な関連があって、これを通じて相手方に対し利

益文は不利益な影響を及ぼし得る状況にあることからして、その者

のなす選挙運動が便宜かつ有利で効 果的な影響力があると見られ

る場合において、その地位を利用して選挙運動をすることを指称」



「なぜなら、国家公務員法（第 102条）、地方公

の政治活動を禁止した所以が、公務の中

の公正と完全性を保持する意図に出たもので

し、さらに公職選挙法が専ら選挙の自由と公正を保

旨としたものであることに 鑑みれば、前示同法条

1項）の合意するも のは、単に公務員がその公務

としての社会的信 頼自体を利用す ることを規制しようとし たも

のでな〈 、およそ対象者との間に 職務上密接な関連があり、その職

の行使を通じて何らか の 利 益 又 は不利益な影響を及ぼし得’る立

こある者が 、その影響力を利用して効果的な選挙運動をなすこと

により 、選挙の公正 と自由を阻害すると評価するに足りる限り、不

当にその地位 を利用するものといえるので、かかる選挙運動を排除

しようとし たものである。 Jと判示されている（昭和 42年 5月 23

日福岡高 等裁判所判決）。

そのため、延岡市議会議員は、特別職の公務員であるが、申出人

が主張す るよう に選挙運動を行った者が特別職の公務員の地位に

あることのみをもって 、法 136条の 2で禁止されて い るその地位を

利用し ての選挙運動を行っているとは言えない。

但 したが って、申出人が主張する申出の理由（要旨 2）は採用する

ことはできない。

3 申出の理由（要旨 3）について

(1) 申出人は、要旨 3において、首藤候補が現職市議を利用し要旨 l

及び要旨 2の行為をさせたのは、法第 1条の規定に違反する行為で

あると主張している。

(2) 申出人が法第 1条に違反すると主 張 す る 首 藤 候 補 の 行 為 が 事 実

であるかは不明で あるが、仮に事実であるとして、 1(2）でみた最高

裁判所の判決に照らすと、この行為は、具体的な選挙の管理執行の

手続を定めた規定に 違反するものではなく、また、法第 1条の規定

に違反するか否かと本 件選挙の管理執行上、法の基本理念たる選挙

の自由公正の原則が著しく阻害され ることとは直接関係がないも

のである 。

そのため、法第 1条の規定を根拠として、本件選挙についての選

挙無効に関する判断を行うことはできない。

(3) した が って、申 出人が 主 張する申出の理由（要旨 3）は採用する

ことはできない。



l tfl出 の 即 由（要行 '1）について

(1) 小出入は 、要 fi'4において、首藤候補 の後般会顧問らから選挙妨

けたと主張している。

これを 1(2）でみた最高 裁判 所 の判 決に照らすと、要旨 4における

会 顧 問 の行為は 、具 体 的 な選 挙 の管理執 行 の手続を定めた規定

こ違反する もので は なく 、ま た、本件選挙 の管理執行 上、法 の基本

理念たる選 挙 の 自 由公正 の原則が著しく阻害される こと とは直接

係がない もの で ある 。

(3) したがって 、申出入が 主 張 す る申出の理由（要旨 4）は採用する

ことはできな い。

5 結論

以上 のとおり、申出人の主張には 、本件選挙を無効とする理由が

ない ことから、法第 216条第 1項において準用する行政不服審査法第

47条第 2項の 規定により、当委員会 は主文のとおり決定する。

平成 26年 3月 3日

延岡市選挙管理委員会

委員長 緒方忠

この決定に不 服 のある者は、その決定書の交付を受けた日文は公職

選挙法第 215条 の規定による告示の日から 21日以内に、文書で宮崎県選

挙管理委員会に審査を申し立てることができる。 （公職選挙法第 202条

第 2項 ）

上記決定書 の謄本は、原本と相違ないことを証明する。

平成 26年 3月 3日

延岡市選挙管理委員会

委員長 緒方忠
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